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１．事業者について 

事 業 者 名          株式会社 ソラスト 

代 表 者 氏 名          代表取締役社長 野田 亨 

本 社 所 在 地 
東京都港区港南２丁目１５番３号 

品川インターシティＣ棟１２階 

電 話 番 号          03-3450-2610(代表) 

創  業  年  月 1965 年 10 月 

 事 業 内 容 

□医療関連事業(業務受託・人材派遣・事務代行) 

□医療経営コンサルティング  □教育事業 

□医療関連出版物の刊行    □有料職業紹介事業 

□福祉関連事業（介護・保育） 

 

 

２．事業所について 

（１）概  要 

事 業 所 名 グループホームソラスト土気 

介護保険事業者番号 2017 年 5 月 1 日指定 指定番号 1270500687 

管 理 者 氏 名          松澤 宏昌 

所 在 地          千葉市緑区土気町 446-6 

電 話 番 号          043-205-5180 

定       員 

入居定員     18 名 

（内訳）  宇宙： 9 名 

大地： 9 名 

 

 

 

（２）第三者評価実施状況 

提供するサービスの第三者評価の実施状況は下記の通りです。 

  ■ⅰ外部のものによる評価   □ⅱ運営推進会議における評価 

評価実施日（直近） ２０２５年３月１８日 

実施評価機関名称 特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと 

評価結果の開示状況 あり 

※１年に１回以上の自己評価および外部評価の実施を行う運営推進会議」をもって第三者によ 

る外部評価とする。 
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（３）職員体制（2025 年 6 月 1 日現在） 

職種 資 格 常勤 非常勤 合計 業務内容 

管理者兼計画

作成 

介護福祉士 

認知症介護 

実践者研修 
1 0 1 

事業所の運営管理全般 

介護計画の作成 

入居者・身元引受人等 

の相談 

入居者の生活支援・ 

健康管理 

計画作成担当

者兼介護職 

 

介護支援専門員 

介護福祉士 

認知症介護 

実践者研修 

1 0 1 

介護計画の作成 

入居者・身元引受人等 

の相談 

入居者の生活支援・ 

健康管理 

介護職 

介護福祉士 7 2 9 

入居者の生活支援・ 

健康管理 

実務者研修 0 0 0 

介護職員基礎研修 0 0 0 

ヘルパー１級 0 0 0 

ヘルパー２級 1 0 1 

介護職員初任者 

研修 
0 0 0 

認知症介護基礎 

研修 
2 0 2 

（      ） 0 0 0 

事務職  0 0 0  

＜合計 １４名＞ 

 

（４）建 物 

建物構造：コンクリート系組構造  延床面積：544.56 ㎡ 

 

（５）設 備 

種類 数 面積 種類 数 面積 

居室 18 11.17 ㎡ 
食堂・ 

台所 
2 39.04 ㎡ 

トイレ 4 3.64 ㎡ 
団欒 

コーナー 
2 13.25 ㎡ 

浴室 2 7.75 ㎡ 
玄関ホー

ル 
2 1.38 ㎡ 

消防設備 
自動火災報知設備、火災通報装置、煙探知機、スプリンクラー 

設備、消火器等 
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（６）居 室 

入居いただく居室は事業者側が指定します。 

エアコン 各居室に設置しております。 

電  話 
居室には回線引込口がないため、ご希望の場合は携帯電話をご持

参いただくか、事務所の電話をご利用下さい。 

Ｔ  Ｖ 

食堂兼居間に大型ＴＶを設置しておりますのでご自由にご使用下

さい。 

また各居室にＴＶの引込口がある為、必要な方は受像機をご持参

下さい。 

照明器具 
居室内の照明器具は設置しておりますが、読書灯・足元灯等が必

要な場合はご持参下さい。 

カーテン 
居室内のカーテンは設置しておりますが、入居者のご都合で替え

られる場合には防災対策が施されたものをご持参下さい。 

 

（７）事業の目的および運営方針 

事業の 

目 的 

株式会社ソラストが開設する「グループホームソラスト土気」が

行う認知症対応型共同生活介護事業の適正な運営を確保するため

に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所（以下｢ホ

ーム｣といいます。）の職員が認知症の症状を伴う要介護状態の入

居者に対して、適切なサービスを提供することを目的とします。    

運営方針 

１）サービスの提供にあたって、認知症の症状によって自立した 

生活が困難になった入居者に対して、家庭的な環境と地域住民と 

の交流のもとで、心身の特性を踏まえ、尊厳ある自立した日常生 

活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他 

の日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行います。 

２）事業の実施に当たっては、入居者の所在する市町村、連携す 

る介護老人福祉施設や介護老人保健施設、協力医療機関に加え、 

居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス 

及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるも 

のとします。 

３）前２項のほか、「千葉市指定地域密着型サービスに関する基 

準を定める条例」、「千葉市指定地域密着型介護予防サービスに 

関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施し 

ます。 
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（８）サービス提供に関する基本的な考え方 

１）入居者の意思の尊重 

入居者自身の「意思」が生かされるように、また「意思」を引き出すよう支援し

ます。ただし、放置とならないよう、入居者の心身の状態に応じて支援（働きか

け等）を行いますが、この場合も、支援する側の都合に合わせたり、急がせたり

することのないよう、あくまでも入居者の自発性を引き出すよう支援します。 

２）安全確保 

入居者それぞれの心身の状態に応じた安全の確保を重視しますが、抑制や過度の

行動制限に繋がらないよう留意し支援します。 

３）生活のあらゆる場面で「自立」を支援 

基本的に職員の見守りの下で入居者自身が行います。職員は入居者の意思を尊重

しながら、必要に応じてこれらの作業を促したり、作業が行えるよう支援します。 

４）生活をルールやスケジュールで管理しません 

起床から就寝までの生活の流れは、入居者個々人の生活のリズムを基本とします。

ただし、活動性の低下や昼夜逆転などに繋がらないよう、生活のリズムを再編す

る支援をします。 

５）身元引受人等との連携 

事業者は身元引受人等に対し、運営や入居者に関する情報を開示し、話し合いの

場を適切に設けます。 

６）プライバシーの保護 

プライバシーの保護や生命、財産の安全確保のため、職員の立会いなしに行われ

る部外者のホームの出入りや、居室への出入りは禁止します。また、原則として

部外者からの「入居しているか否か」の問合せには回答しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(QKR-705-02)                                 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

重説 5                   

240401 

3．入居手続きからサービス実施までの流れ 

 入居の手続き 

「入居申込み」「事前面談」「入居判定」等を経て入居可能と判断され 

た場合に入居決定となります。 

【入居基準】 

 ①主治医の診断書等により、認知症の状態にあると診断されているこ  

  と（ただし認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合を除く） 

 ②要介護認定において要支援２以上と認定されていること 

 ③事業者が入居者につき少人数の共同生活に適すると判断した場合 

 ④常時医療的処置が必要でないこと 

⑤千葉市（区）民であること 

※詳細は「８（１）入居の手続き」をご参照下さい。 

 （介護予防）認知症対応型共同生活介護計画 

入居者または身元引受人等へ相談の上、「（介護予防）認知症対応型共

同生活介護計画書」（以下「ケアプラン」といいます。）を作成し、その

同意を得てケアプランを交付します。 

 サービス実施 

  ケアプランに基づき、入居者の心身の状態等に応じて必要な援助を実施

します。 

サービス内容は概ね以下のとおりです。 

【サービス内容】 

(1) 食事・入浴・排泄・整容・清掃等の介護一般 

(2) 健康管理 

(3) 外出援助 

(4) 生活相談    等 

※詳細は「４．サービス内容」をご参照下さい。 

 サービス実施の記録 

 

実施したサービスの具体的内容等を記録します。 

 

※事業者が遵守すべき運営基準等の法令や加算の要件となる各種の会議等（利用

者またはその家族が参加するものを含む）において、感染防止や多職種連携促進

の観点から、利用者の状態の変化等に留意しつつ、テレビ電話装置等を活用して

実施する場合があります。 
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4．サービス内容 

入居者の有する能力に応じて、可能な限り自立した生活を送ることができるよう、 

「自立支援」をサービスの基本とし、共同生活において家庭的な環境のもと、活き 

活きと生活できる場を提供します。また、ケアプランに基づき心身の状態に応じて、 

個別に必要なサービスを提供します。その際、医療・看護・介護の知識・技術を有 

する専門家において一般的に通用している理解をもとに、事業者が提供可能なサー 

ビスとして相当と認められる範囲を逸脱して、サービス提供することや、そのご要 

望等に応じることはできません。 

 

（１）食事 

１）調理、配膳、下膳、後片付け等は、基本的に職員の見守りの下、入居者が行います。

職員は入居者の意思を尊重しながら、必要に応じてこれらの作業を促したり、作業

が行えるように支援します。 

２）各種疾病に起因する厳密な塩分調整、カロリー制限等には対応できない場合があ 

ります。 

（２）入浴 

入居者の心身の状態に応じ、原則として週２回以上ご入浴いただけます。ただ 

し、入居者の容態によって清拭や入浴が中止となる場合があります。 

（３）排泄 

オムツ等の使用、尿便意が不完全、排泄の促しが必要、後始末が不十分等何らか

の支援を要する場合、必要に応じ職員が対応します。 

（４）整容、更衣、口腔ケア、その他衛生事項 

１）洗顔、歯磨き、整髪、化粧、衣類の着脱･交換等に何らかの支援を要する場合、 

必要に応じ職員が対応します。 

２）義歯洗浄等の口腔衛生やシーツ交換、布団乾燥等その他衛生事項は管理事項とし 

て職員が把握、対応します。 

（５）洗濯 

洗濯機の操作、洗濯物の手洗い、洗濯物干し、取込み、たたみ等について、入居

者には困難である部分は職員が援助しながら入居者とともに行います。 

（６）居室の整理整頓、ホームの清掃等 

居室の整理整頓、居室や共有スペース、ホーム周辺の清掃等は入居者には困難 

である部分を職員が援助しながら入居者とともに行います。浴室、手や目の届き

にくいところ、危険な箇所の清掃は職員が行います。 
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（７）健康管理 

１）日々の生活において、職員が体温・血圧・脈拍・食事、排泄等の状況を確認、記録

を行います。また、体重測定を毎月行います。 

２) 服薬や軽微な処置は、安全確保と完全実施のため、職員が管理、実施します。 

３) 体調の変化や異常を発見した時には医療機関と連携して迅速に対応します。 

（８）金銭管理 

ホームでは入居者の現金、預貯金等財産の管理はお断りしております。 

   また、入居者が財物（金品、預貯金、高価品等の財産的価値を有するもの）を持

ち込むことは禁止とし、入居者の金品、預貯金、高価品等などの管理については、

身元引受人等が行うことを原則としています。 

入居者ご本人の特別な事情が認められる場合には個別相談とします。 

（９）理美容 

理美容は、出張による理美容サービス等をご利用いただけます。 

（10）外出 

心身の状態の許す範囲、かつ原則として職員同行の下、外出する機会を積極的に

つくります。食事、喫茶などの外食等も取り入れます。 

（11）通院 

１）月２回程度提携医療機関の医師による訪問診療を実施します。急に体調が変化さ 

れた場合には提携医療機関に関しては、職員が通院の付添いを行います。入居者お

よび身元引受人等のご要望、あるいは提携医療機関にて他の医療機関を紹介された

場合等、提携医療機関以外の病院を受診される場合には、通院の付添いを身元引受

人等にお願いしております。 

２）通常は医療機関の利用等について、身元引受人等にご相談しながら対応しますが、 

入居者の急変時はその限りではなく、事業者の判断ですすめることがあります。 

（12）生活相談 

介護サービスに関することも含め、日常生活一般に関するご相談を承ります。 

(13) 行政手続き代行 

    介護保険制度に関わる手続きの代行を承ります。手続きに関する経費はその都度 

お支払いいただきます。手続きに必要な書類送付代（切手代）等となります。 
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(14) 提携医療機関 

ホームの提携医療機関は以下のとおりです。 

 病院名 診療科目 

１ 
医療法人社団昌健会 みんなの

ライフサポートクリニック大網 
内科・神経内科・循環器内科・心臓血管外科・呼吸器

内科・アレルギー科他 

２ 
医療法人社団至玄清秀会

篠崎医院 
内科 

 

5．ホーム利用の留意事項 

・面会 

基本的に日中はいつでも可能です。ただし、

入居者の状態により、一時的に面会時間をご

相談させていただくこと等がございます。来

訪者が宿泊される場合は事前に届出をお願

いします。 

なお、高齢者等の共同生活の場であることか

ら、面会者や面会者の同居者等に体調不良の

方がいる場合には面会はお控えいただくよ

うお願いします。 

・外出、外泊 

外出、外泊は付添いがあれば自由に行えま

す。その際には、職員にお声掛けの上、外出

簿、外泊簿のご記入をお願いします。 

・設備、器具の利用 

ホーム内の設備、器具は本来の用法に従って

ご利用下さい。これに反したご利用により破

損等が生じた場合には、賠償していただくこ

とがございます。 

・飲酒、喫煙 

喫煙は所定の場所でお願いします。特に、

居室での喫煙はお断りしており、火気はホー

ムで管理させていただきます。飲酒も基本的

には自由ですが、ご入居者の状態により、喫

煙、飲酒量を職員により調整させていただく

場合がございます。 

・持ち込み品 

お仏壇をご持参の場合等のろうそく、線香、

マッチ、ライターおよび石油ストーブ等の火

気の持ち込みは禁止させていただきます。ま

た、じゅうたん、カーテン等は防炎加工され

たものをご持参下さい。 
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・宗教、政治、販売活動 

ホーム内で、他の入居者に対する政治的・宗

教的な勧誘活動、販売活動等はお断りしてお

ります。 

・ペット  
ペットのお持ち込みおよび飼育は、原則お断

りしております。 

 

6．料金 

（１）利用料金 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として別紙「利用料金表（本 

重要事項説明書巻末）」のうち、「介護保険負担割合証」に記された自己負担割

合に応じた金額をお支払いただきます。また、その他実費負担の料金は別紙「利

用料金表（本重要事項説明書巻末）」のとおりです。 

（２）料金のお支払い方法 

毎月２０日までに利用料金を請求しますので、毎月２６日（金融機関休業日の場合 

は翌営業日）に口座振替にてお支払い下さい。事業者は、入居者から料金の支払 

いを受けたときは、入居者に対し領収証を発行します。 

（３）料金の変更 

１) 介護保険関係法令および生活保護法等の関係法令の改定等により料金が変更にな

る場合には、事前に新たな料金についてご説明し、同意を得ます。 

２）介護保険適用外事項の料金についても、諸物価等を勘案し変更する必要が生じた

場合には、事前に変更後料金についてご説明します。 

３）入居者は上記１）、２）の料金の変更を承諾されない場合、事業者に対して文書

で通知することにより、この契約を解除することができます。 

 

7．身元引受人について 

（１）事業者は入居者に対して、身元引受人を求めます。 

（２）身元引受人は以下の責務を負うこととします。 

１）身元引受人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する一切の債務につき、入居者

と連帯して履行する責任を負います。 

なお、身元引受人は、本契約の全部に関し利用者を代理して締結する権限を利用 

者から与えられていることを表明し、保証します。また、身元引受人が本項に基 

づく表明および保証に違反した場合は、当該違反に起因または関連して発生した 

一切の損害（逸失利益、弁護士費用を含みます。）、損失および費用につき賠償 

および補償するものとします。 

２）前項の身元引受人の負担は下記に記載する極度額を限度とします。 

   （ア）極度額  １００万円 
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３）前項の身元引受人が負担する債務の額は、８.（２）の契約終了事由に該当した時

に、確定するものとします。 

４）身元引受人は前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 介護方針を決定する場合の窓口となること。 

② 入居者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行す 

     るように事業者に協力すること 

③ 契約解除または契約の終了の場合、あらかじめ転居先が決まっている場合を 

     除き、事業者と連携して、入居者の状態に適切な受入先の確保等、必要なサ 

ポートを行うこと。 

④ 入居者が死亡した場合の遺体および遺留品の処理その他必要な措置を行う 

  こと。 

  ５）入居者または身元引受人は、次の各号に該当する場合には、その旨を直ちに事 

業者に通知します。 

① 身元引受人が、住所・電話番号等の連絡先または姓もしくは名を変更し場合 

② 身元引受人が、死亡、または成年後見制度における「被保護者」となった 

場合 

③ 身元引受人が強制執行、仮差し押さえ、仮処分、競売もしくは民事再生の 

     申し立てをし、または申し立てられた場合 

６） 前項の②③に該当する場合には、事業者は新たな身元引受人をたてることを請求

することができることとします。 

 

8．入退居の手続き 

（１）入居の手続き（契約の開始） 

１）入居のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

まずはお電話等でお問合せ下さい。 

ホーム担当者によるご本人様および身元引受人等とのご面談、ご提出いただく健康診断

書の内容を確認の上、ご契約手続きを進めさせていただきます。 

居宅サービス計画書の作成を介護支援専門員（以下「ケアマネジャー」といいます。）

に依頼されている場合には、事前に担当のケアマネジャーにグループホームの利用を検

討している旨をご連絡下さい。 

 

電

話

問

合

せ 

入

居

申

込

み 

ホ

｜

ム

見

学 

入

居

判

定 

入

居

決

定 

事

前

面

談 

 

入  

 

居 

 

契 

 

約 
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２）鍵の管理 

    ① 事業者は、契約締結時に入居者から希望があった場合には、居室の鍵 

を貸与し、入居者は、これを明渡し時に事業者に返却します。 

② 入居者は、鍵を善良な管理者の注意を持って保管及び利用しなければならな

いものとします。 

 

③ 入居者は、鍵の保管及び利用期間中に紛失、破損したときは、直ちに事業者

に連絡し、その指示によりこれを取り替えます。なお、取替え、修理等に要

する費用は入居者の負担とします。 

 ３）修繕等 

    事業者は、入居者がホームを使用するために必要な修繕を行い、別紙「入居時・

退去時物件状況確認」に記録します。 

 

（２）退居の手続き（契約の終了） 

１）入居者のご都合で退居される場合 

退居を希望される３０日前までに文書で通知し、居室を明け渡すことにより、この

契約を解除することができます。ただし、定められた期日（退居予定日の３０ 

日前までに文書で通知せずに、この契約を解除する場合は、入居者は事業者に対 

して違約金として１か月分の家賃を支払うものとします。 

２）次の事由に該当した場合は、入居者が文書にてお申し出いただくことにより、直ち

に契約を終了することができます。 

  ① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者が入居者やその身元引受人等に対して社会理念を逸脱する行為を行っ 

た場合 

３）次の事由に該当した場合、事業者はご入居者に対して３０日間の予告期間をおい 

て文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 

  ① 入居者が病院または診療所等に入院し、明らかに３０日以内に退院できる見 

込みがない場合、または３０日を経過しても退院できないことが明らかな場 

合 

４）次の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約 

を解除することができます。 

① 入居者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく２ヶ月以上遅延し、 

  支払いを催告したにもかかわらず１０日以内に支払われない場合 
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② 伝染性疾患等により他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れ 

がある場合 

③ 常時医療行為が必要となるなど、入居者の身体状況が事業者の介護の範囲を超

えた場合。ただし、この場合は、医師の意見を聞き、一定の観察期間を経るも

のとします。 

  ④ 入居者の行動障害の状態が、他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼ

す恐れがあり、かつ通常の介護方法ではこれを防止することができない場合 

  ⑤ 入居者、身元引受人等が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改

善の見込みがない場合 

  ⑥ 利用者またはその家族から暴言・暴力・ハラスメント等があり、職員の心身に

危害が生じ、または生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生または

再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して介護サー

ビスを提供することが著しく困難になった場合 

  ⑦ その他、利用者またはその家族が事業者やサービス従事者に対して、この契約

を継続し難いほどの背信行為を行った場合 

  ⑧ 入居者が各条項に違反した場合 

５）契約の自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくとも自動的に契約を終了します。 

① 入居者が介護保険施設等に入所された場合 

② 介護保険給付でサービスを受けていた入居者の要介護認定区分が、非該当（自 

立）もしくは要支援１と認定された場合、医師により認知症の状態ではない 

と診断された場合は、ケアマネジャー等関係機関と連携調整のうえ、所定の 

期間の経過後、退居していただくこととなります。 

③ 入居者が亡くなられた場合 

６）契約の終了に伴う事項 

① 入居者、身元引受人等は経年変化をのぞいた入居当時の居室の状態を回復する

ための費用を負担します。なお、居室の原状回復は事業者の指定業者によるも

のとします。 

② 入居者、身元引受人等は入居時または入居後に事業者から受領した鍵がある 

ときは、複製した全ての鍵を含めて事業者に返却するものとします。 

     ③ 入居者に返還すべき金銭がある場合、入居者に利用料等の債務があるときに 

は、当該債務の額を入居者様に返還すべき金銭の額から差し引くことができる 

こととします。 

④ 利用料等の精算は、口座振替もしく指定口座への振込にて行います。また支 

払いを受けた時に領収証を発行します。 
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9．反社会的勢力の排除 

（１）事業者及び入居者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。  

１）自ら（自己が法人の場合は、業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、役員 

又は実質的に経営を支配する者）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動 

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下 

総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。なお、身元引受人等及びご家族 

等も含むものとします 

２）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと 

３）自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと 

① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為  

② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

（２）事業者及び入居者は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をするこ

となく、契約を直ちに解除することができます。 

（３）事業者又は入居者が、前項の規定により、契約を解除した場合には、これによる

相手方の損害を賠償する責任を負わないものとします。 

（４）第２項の規定により、事業者又は入居者が契約を解除した場合において、相手方

は解除者に生じた全損害について賠償する責任を負うものとします。 

 

10．虐待の防止・身体拘束の原則禁止について 

（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等に努めます。 

（２）事業所の利用者等からの苦情の相談窓口として、虐待防止に関する責任者を選定

しています。 

虐待防止に関する責任者 松澤 宏昌 

 

（３）高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努 

めます。 

（４）国および地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動および虐待を

受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めます。 

（５）高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市区

町村または市区町村から委託を受けた地域包括支援センター等に報告・相談しま

す。 

（６）事業者は、高齢者虐待防止・身体拘束の原則禁止のため、スタッフに研修を実施

します。 

（７）事業者は、高齢者虐待防止・身体拘束の原則禁止のための対策を検討する委員会

を設立し、指針を作成します。 

（８）事業者は、利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行いません。緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その

理由、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況を記録し、拘束解除にむけて

取り組みます。 

 



(QKR-705-02)                                 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

重説 14                   

240401 

11．身体拘束について 

  事業者は、原則として入居者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

の恐れがある場合等、入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶと考

えられるときは、入居者またはその家族に対して、事前に説明し同意を得た上で、

次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。また、事

業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。その詳

細は身体拘束マニュアルに定めます。 

 

 ≪身体拘束をやむを得ず行う場合の要件≫ 

  ① 切迫性、非代替性、一時性すべての要件を満たす状態であることを確認し、身 

体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等につい

て検討し、ご本人・家族に対する説明書を作成します。 

  ② 入居者本人や身元引受人等に対して、身体拘束の目的、理由、拘束時間、期間、 

場所、改善に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解と同意が得られるよ

うに努めます。また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合に

ついては、事前に入居者の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。 

  ③ 身体拘束の実施状況を記録します。また、早期解除に向けて拘束の必要性や方 

法を逐次検討します。 

 

12．秘密保持 

（１） 事業者は、サービスを提供する上で知り得た入居者および身元引受人等に関す 

る事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了

した後も継続します。なお、従業者が退職した場合においても、在職中に業務上

知り得た利用者等の秘密を決して漏らしません。 

（２） 事業者は、サービスの提供に係る必要な業務を外部に委託するために個人情報 

    を預託する場合は、秘密保持契約等の必要な契約を締結するとともに、預託する

情報を必要最小限に留め、個人情報の厳格な管理・監督を行います。 

預託する情報 

事業者がサービスを行うために必要な氏名・住所・健康状態・病歴等入居者に関

する情報や、緊急時の連絡先等入居者の身元引受人等に関する情報 

（３） 事業者は、入居者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、カンファレンス等   

において入居者の個人情報を用いません。 

（４） 事業者は、入居者の身元引受人等からあらかじめ文書で同意を得ない限り、カン

ファレンス等において身元引受人等の個人情報を用いません。 
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13．緊急時・事故発生時の対応 

    入居者の健康状態が急変した場合等は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、

入居者または身元引受人等との事前の打合せに従い、下表に記載された緊急連絡先①

または②へ速やかに連絡します。 

  事故発生時の対応として、事故の状況および事故に際して採った処置を事業者所定

の様式に記録し、その原因を解明し、再発防止策を講じた上で入居者および市区町

村の指示に従い担当窓口等関係機関に報告します。 

   ※市区町村が定める事故報告取扱要領に基づき、報告します。 

緊

急

連

絡

先 

① 

氏  名 
 （入居者との関係：          ） 

住所 
〒 

 

電話番号 
（自宅） 

    

（携帯電話等） 

    

勤務先等 
（勤務先名称） （電話番号） 

     －    － 

緊

急

連

絡

先 

② 

氏  名 
 （入居者との関係：         ） 

住所 
〒 

電話番号 
（自宅） 

     －    － 

（携帯電話等） 

     －    － 

勤務先等 
（勤務先名称） （勤務先電話番号） 

     －    － 

※連絡先が変更になった場合は、速やかにご連絡下さい。 

 

14．賠償責任 

（１）入居者に対するサービス提供時に事業者側の責めに帰すべき事由により入居者 

の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、事業者は、損害賠償を速やかに 

行います。 

（２）前項において、損害の発生につき入居者に過失がある場合及び居室内、外出の 

際において介護者不在での事故に関しては、事業者は損害賠償額を免除または 

減額することができるものとします。ただし、介助中の事故において介護者の 

故意または過失に因る場合はこの限りではありません。 

（３）事業者は、入居者が所有もしくは管理する財物（金品、預貯金、高価品等の財 

産的価値を有するもの）に係る盗難、紛失その他の事故については一切の賠償 
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責任を負わないこととします。 

（４）入居者の故意、過失により居室または備品につき通常の保守・管理の程度を超 

える補修等が必要になった場合には、その費用は入居者が負担します。 

（５）天災事変、その他不可抗力による火災、盗難、暴動等あるいは外出中の不慮の事

故により入居者が受けた損害・災難等については、事業者は一切の賠償責任は負

わないこととします。 

（６）事業者が契約する保険会社は「東京海上日動火災保険株式会社」とします。 

 

15．非常災害対策 

  ホームにおいては、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため 

定期的に避難・救出その他必要な訓練を実施します。 

 

16．ハラスメントの防止 

  事業者は、職員および利用者・家族との信頼関係のもと、互いに安心・安全な環境 

で適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的言動また 

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも 

のにより、従業者等の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の 

必要な措置を講じるものとします。 

 

17．衛生管理及び感染症予防・まん延防止等について 

（１）介護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

（４）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。 

（５）感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

（６）感染症の予防及びまん延防止の観点から、予めご利用者やご家族に利用趣旨の説

明をして同意を得た上で、テレビ電話等の通信機器を利用してサービス担当者会

議等を遠隔で行う場合があります。 

 

 

18．業務継続計画について 

（１）感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

（２）感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1 回以上）に実施します。 

（３）感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 
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19．相談・苦情の窓口 

（１）ホームの相談窓口 

ホームが提供するサービスについて、以下の窓口で相談・苦情をお受けします。

また、苦情があった場合、早急に事実を確認し、必要に応じた対応を行います。

苦情に関する記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。 

グループホームソラスト土気   相談・苦情受付 

担  当 管理者：松澤 宏昌 

住  所 千葉市緑区土気町 446-6 

電  話 043-205-5180 

ＦＡＸ 043-205-5181 

受付時間 

午前 9：00 ～ 午後 6：00 

※ 午後 6：00～翌朝 9：00 は夜勤体制となりますので、上記時

間帯にご相談頂きますようご協力の程宜しくお願いいたしま

す。 

  ※相談内容により、事業者が適切に対応いたします。 

 

（２）会社の相談窓口 

ご利用の弊社の介護サービスについて、下記相談窓口にてご相談できます。 

ソラスト 

福祉相談センター 

フリーダイヤル ０１２０－９７４－２２６ 

メールアドレス fukushi-sodan@solasto.co.jp 
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（３）その他の相談窓口 

都道府県や市区町村の相談窓口にも相談や苦情を伝えることができます。 

千葉市緑区 

高齢障害支援課 

介護保険室 

住 所 緑区鎌取町 226-1 緑保険福祉センター 

受付時間 午前 8：30～午後 5：30 

電話番号 043-292-9491 

FAX 番号 043-254-0048 

千葉市中央区 

高齢障害支援課 

介護保険室 

住  所 中央区中央 4-5-1 中央保健福祉センター 

受付時間 午前 8：30～午後 5：30 

電話番号 043-221-2198 

FAX 番号 043-221-2602 

千葉市稲毛区 

高齢障害支援課 

介護保険室 

住  所 稲毛区穴川 4-12-4 稲毛保険福祉センター 

受付時間 午前 8：30～午後 5：30 

電話番号 043-284-6242 

FAX 番号 043-284-6193 

千葉市美浜区 

高齢障害支援課 

介護保険室 

住  所 美浜区真砂 5-15-2 美浜保険福祉センター 

受付時間 午前 8：30～午後 5：30 

電話番号 043-270-4073 

FAX 番号 043-270-3281 

千葉市若葉区 

高齢障害支援課 

介護保険室 

住  所 若葉区貝塚 2-19-1 若葉保険福祉センター 

受付時間 午前 8：30～午後 5：30 

電話番号 043-233-8265 

FAX 番号 043-233-8251 
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20．重要事項説明の年月日 

      年   月   日 

 

上記内容について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準」の規定に基づき、入居者に重要な事項を説明し、本書を交付しました。 

 

   事業者  事業者名  株式会社ソラスト 

        所 在 地      東京都港区港南２丁目１５番３号 

品川インターシティＣ棟１２階 

        代 表 者      代表取締役社長 野田 亨 

 

事業所  事業所名  グループホーム ソラスト土気 

        所 在 地      千葉市緑区土気町 446-6 

        指定番号  2017 年 5 月 1 日指定 指定番号 1270500687 

        管理者名      松澤 宏昌       印 

        説明者名      松澤 宏昌 

 

私は、事業者から（介護予防）認知症対応型共同生活介護について重要事項の説明を受

け、この内容に同意し、本書を受領しました。 

 

入居者  

 

        氏  名                   印 

 

 

身元引受人【入居者との関係                】 

 

        氏  名                   印 

 

法定代理人【入居者との関係                    】 

※登記事項証明書の写しを添付すること 

 

氏  名                  印 

 








